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1　土地利用の方針

1 土地利用の区分の設定
1. 商業系土地利用
　広域的な商圏をもった大規模商業施設の出退店の動向は、地域の商業施設や人の流れ等への影響を通じて、

まちづくりに大きな影響を与えています。

　また、今後の人口減少に伴い、商業に対する床需要は大幅な増加が見込まれない状況にあります。安定的な

商業地の形成を図るためには、商業施設間のすみ分けを明確にし、店舗過剰による過当競争を抑制する必要が

あります。

　集積すべき業種・業態と商圏の広がりに応じた商業施設の適正配置を行うため、次の3つの土地利用の区分

を設定します。

　・�周辺の市町村も含めた広域的な商圏を持つ大規模な商業施設の立地誘導を図るため、「広域商業地区」を

設定します。

　・�最寄り品の販売など、概ね地域生活圏の広がりを商圏とした身近な商業施設の集積地を形成するため、「地

域商業地区」を設定します。

　・�広域商業や地域商業に影響を及ぼさない範囲で、自動車利用を前提に地域生活圏を越えた商圏を持つ商業

施設の適正な立地を図るため、「沿道商業地区」を設定します。

2. 産業系土地利用
　産業系土地利用は、本市の産業経済の一翼を担う工業の振興と、生産や消費を支える流通の高度化・効率化

を図るため、次の2つの土地利用の区分を設定します。

　・工場等の操業環境の整備・保全や産業の高度化支援機能の導入を図る「工業地区」を設定します。

　・流通業務に関連する事務所、店舗等の集積を図る「流通業務地区」を設定します。

　

3. 住宅系土地利用
　住宅系土地利用は、多様な住まい方の選択肢を提供するため、次の3つの土地利用の区分を設定します。

　・専ら住宅を主体とし、良好な住環境の保全を図る「住宅専用地区」を設定します。

　・住宅を主体としつつ、生活利便性を支える商業施設などの他の用途を許容する「住居地区」を設定します。

　・中小規模の店舗や事務所、工場等と調和のとれた住宅地の形成を図る「複合用途地区」を設定します。

分野別のまちづくりの方針 第3章 
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4. 農業・自然系土地利用
　農業・自然系土地利用は、農地及び森林の保全を図るとともに、農林業の担い手である集落の定住環境を維

持するため、次の3つの土地利用の区分を設定します。

　・農業の振興と農地の保全を図るための「農業保全地域」を設定します。

　・集落の定住環境の維持を図るための「集落地域」を設定します。

　・丘陵及び山間部の森林等の良好な自然環境の保全を図るための「森林環境保全地域」を設定します。

　

土地利用の区分

土地利用区分 土地利用の考え方

商業系土地利用 広域商業地区 周辺の市町村も含めた広域的な商圏を持つ大規模な商業施設の立地

誘導を図る地区

地域商業地区 概ね地域生活圏の広がりを商圏とした身近な商業施設の集積を図る

地区

沿道商業地区 広域商業や地域商業に影響を及ぼさない範囲で、自動車利用を前提

に地域生活圏を越えた商圏を持つ商業施設の適正な立地を図る地区

産業系土地利用 工業地区 工場等の操業環境の整備・保全や産業支援機能の導入を図る地区

流通業務地区 流通業務に関連する事務所、店舗等の集積を図る地区

住宅系土地利用 住宅専用地区 専ら住宅を主体とし、良好な住環境の保全を図る地区

住居地区 住宅を主体としつつ、生活利便性を支える商業施設などの他の用途

を許容する地区

複合用途地区 中小規模の店舗や事務所、工場等と調和のとれた住宅地の形成を図

る地区

農業・自然系
土地利用

農業保全地域 農業の振興と農地の保全を図る地域

集落地域 集落の定住環境の維持を図る地域

森林環境保全地域 丘陵及び山間部の森林等の良好な自然環境の保全を図る地域

分野別のまちづくりの方針 第3章 
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2 土地利用の配置及び誘導方針

1. 商業系土地利用
❶ 広域商業地区

　広域商業地区は、本市の「顔」にふさわしい広域的な都市機能の集積を図る都心地区（富山駅周辺〜総曲輪）

と、大規模なショッピングセンターと専門店が複合する婦中地域の速星駅周辺地区に配置します。

　また、広域商業地区で大規模な商業施設を誘導するため、その他の地区での一定規模以上の大規模な商業施

設の立地を抑制します。

　都心地区では、再開発等による都市機能の更新や土地の高度利用を図りながら、中核的な商業施設を誘導す

るとともに、集客力のある教育文化機能や業務、医療、福祉などの多様な機能を誘導し、まちなかの賑わいや

魅力の向上を図ります。また、空き店舗等の既存ストックを活用し、市民ニーズに即した魅力ある商業施設の

集積を図ります。

　速星駅周辺地区は、大規模な商業施設を核として、魅力ある商業地区の形成を図ります。

❷ 地域商業地区

　地域商業地区は、身近な商業など日常生活に必要な諸機能の集積を図る地域生活拠点に配置します。

　地域生活拠点においては、幹線公共交通の充実を図りながら、最寄り品小売業や金融機関、公共公益施設の

集積を促進し、交通利便性の高い商業地として形成します。

❸ 沿道商業地区

　沿道商業地区は、広域商業地区や地域商業地区への商業施設の誘導に影響を及ぼさない規模・業態であるこ

とを前提に、広域商業地区との連続性や、地域生活圏からのアクセスを考慮して配置します。また、沿道商業

施設の延長的な立地を抑制するため、環状道路網を構成する（都）草島東線・（都）草島西線・（都）下新西町

上赤江線に囲まれた概ねの範囲内とします。

　沿道の良好な景観形成や、背後地の住環境の保全に配慮しつつ、沿道商業施設の適正な立地を図ります。
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商業系土地利用の配置の方針図

　　　　　　

　

　

分野別のまちづくりの方針 第3章 
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2. 産業系土地利用
❶ 工業地区

　臨海部及び運河沿いでは、国際拠点港湾である伏木富山港の港湾機能を活かし、重化学工業や製造業の大規

模工場を主体とする工業地区を配置します。また、地域の振興を図りながら環境と調和したまちづくりを推進

するため、資源循環施設の集積地として、エコタウン産業団地に工業地区を配置します。

　北陸自動車道のIC及び富山空港周辺では、恵まれた高速交通条件を活かし、運輸業や卸売業などの物流関連、

また、本市の主要産業の1つである医薬品や機械、電子部品などのものづくり産業に対応した工業地区を配置

します。

　富山西IC周辺では、市街化区域に編入されたことに伴い、第2期呉羽南部企業団地の整備を推進し、市内企

業の工場移転や、市外からの企業進出の受け皿となる工業地区を配置します。

　富山八尾中核工業団地は、北陸最大規模の工業団地であることから、大規模工場の立地が可能であり、医薬

品や電子部品、ICTなどの先端技術産業を中心とした工業地区を配置します。

　国道をはじめとした幹線道路沿いにおいては、大規模工場を主体とした工業地区のほか、企業の集団化を通

じて、生産性や操業環境の向上を図るため、中小企業団地を主体とした工業地区を配置します。また、企業の

ニーズを踏まえ、適時、中・小規模企業団地の整備を図ります。

　

❷ 流通業務地区

　流通業務地区は、流通機能の効率化・高度化及び道路交通の円滑化の観点から、既成市街地の外周で、交通

等立地条件の良好な地域に配置します。

　国道8号と国道41号との結節点周辺では、富山問屋センターを中心とした流通業務地区を配置します。

　富山IC周辺では、恵まれた高速交通条件を活かし、富山市公設地方卸売市場、富山流通団地、富山トラック

輸送センターを中心とした流通業務地区を配置します。

　流通業務地区では、流通関連施設等を中心に誘導し、流通業務の利便性の向上を図ります。新たな流通団地

の需要に対しては、富山西IC周辺における呉羽南部企業団地の整備とあわせて物流関連施設の誘導を図りま

す。
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産業系土地利用の配置の方針図

　

分野別のまちづくりの方針 第3章 
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3. 住宅系土地利用
❶ 住宅専用地区

　住宅専用地区は、郊外部など計画的な住宅開発等による戸建住宅地や、集合住宅などの立地がみられる中層

住宅地など、第一種低層住居専用地域に指定されている地区、及び第一種・第二種中高層住居専用地域が指定

されている地区に配置します。

　また、用途地域外で計画的に整備された住宅団地のうち、用途地域に隣接する住宅団地や、一団のまとまり

のある住宅団地（概ね20ha以上）も合わせて住宅専用地区とします。�

　戸建住宅地では、緑豊かでゆとりある住環境の形成を図ります。中層住宅地では、周辺の街並みと調和のと

れた良好な住環境の形成を図ります。

　敷地規模が比較的大きく、生垣等の緑の多い良好な住宅地においては、地域の特性に応じた良好な住環境の

保全を図るため、地区計画や建築協定、緑化協定等の活用を促進します。

　このほか、住宅系土地利用を行う地区では、居住の推進やコミュニティの維持など、地域の特性に応じた空

き家、空き地の利活用の促進を図ります。

�

❷ 住居地区

　住居地区は、第一種・第二種住居地域及び準住居地域が指定されている地区に配置します。また、工業系の

用途地域ではあっても、住宅団地が整備されているなど、住宅地として土地利用が進んでいる地区（全建物面

積に占める住宅面積が80％以上の地区）にも配置します。

　機能や形態の異なる建物の調和を図りながら、利便性と快適性を兼ね備えた住宅地として形成します。

　

❸ 複合用途地区

　複合用途地区は、都心周辺や幹線道路の沿道、工業集積地の周辺など、商業系や工業系の用途地域において、

住宅と商業業務、あるいは住宅と工業が複合する地区に配置します。

　職住近接の軽工業や事務所、店舗等の営業環境の保全・育成を図りつつ、居住環境との調和を図ります。

　また、都心や沿道など地区の利便性を活かし、公有地の活用により都市機能の誘導を図ります。
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住宅系土地利用の配置の方針図

　

分野別のまちづくりの方針 第3章 
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4. 農業・自然系土地利用
❶ 農業保全地域

　市街地周辺の集団性をもった優良農地及び中山間地域の農地を農業保全地域とします。

　農業基盤整備により農業の生産性の維持・向上を図るとともに、虫食い的な農地転用を抑制し、良好な営農

環境を保全します。

　中山間地域の農地は、水源かん養や棚田景観など多面的な公益的機能を評価し、田園環境の保全に努めます。

���

❷ 集落地域

　用途地域外の住宅専用地区を除く地域で、概ね50戸以上の建物が連たんする一定のまとまりをもった地域

を集落地域とします。

　集落は、農村地域の生活の場として、生活環境の改善を図りながら、人口及び既存コミュニティの維持に努

めます。

　

❸ 森林環境保全地域

　市域の東南部の丘陵及び山間部に広がる地域森林計画対象民有林、国有林、保安林を森林環境保全地域とし

ます。

　良好な自然環境の維持・保全を原則としつつ、自然保護に配慮することを前提に、身近に自然と触れ合うこ

とができるレクリエーション地としての利活用を図ります。
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農業・自然系土地利用の配置の方針図

分野別のまちづくりの方針 第3章 
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配置及び誘導方針
区分 配置方針 誘導方針

商
業
系

広域商業
地区

・富山駅周辺・総曲輪地区
・速星駅周辺地区

・�都心地区では、再開発等による都市機能の更新や土
地の高度利用を図りながら、中核的な商業施設を誘
導するとともに、集客力のある教育文化機能や業務、
医療、福祉などの多様な機能を誘導し、まちなかの
賑わいや魅力の向上

・�空き店舗等の既存ストックを活用し、市民ニーズに
即した魅力ある商業施設を集積

・�速星駅周辺地区は、大規模な商業施設を核として、
魅力ある商業地区を形成

・�その他の地区での一定規模以上の大規模な商業施設
の立地を抑制

地域商業
地区

・�地域生活拠点 ・�日常生活に必要な最寄り品小売業など、地域に密着
した商業機能の誘導

沿道商業
地区

・�広域商業地区との連続性や各地域生活圏か
らのアクセスを考慮して配置

・�広域商業機能や身近な地域商業機能の集積に影響を
及ぼさない規模・業態であることを前提に、沿道の
良好な景観形成や、背後地における住環境の保全に
配慮しつつ、沿道商業機能を適正に立地

産
業
系

工業地区 ・�臨海部及び運河沿い
・�北陸自動車道のIC及び富山空港周辺
・�国道をはじめとした幹線道路沿い

・�今後の産業構造の変化に対応するための産業支援機
能の充実

・�集団化を通じた生産性や操業環境の向上

流通業務
地区

・�富山市公設地方卸売市場及びその周辺、並
びに富山問屋センター、富山IC周辺

・�流通関連施設等を中心に誘導し、流通業務の利便性
を向上

住
宅
系

住宅専用
地区

・�郊外部など計画的な住宅開発等による戸建
住宅地や、集合住宅などの立地がみられる
中層住宅地
・�用途地域外で計画的に整備された住宅団地
のうち、用途地域に隣接する住宅団地や、
一団のまとまりのある住宅団地

・�戸建住宅地では、緑豊かでゆとりある住環境の形成
・�中層住宅地では、周辺の街並みと調和のとれた良好
な住環境の形成

・�敷地規模が比較的大きく、生垣等の緑の多い良好な
住宅地においては、地区計画や建築協定、緑化協定
等の活用を促進

・�住宅系土地利用を行う地区では、居住の推進やコ
ミュニティの維持など、地域の特性に応じた空き家、
空き地の利活用の促進

住居地区 ・�住宅を主体としつつ、生活利便性を支える
商業機能などの他の機能も包含する地区
・�工業系の用途地域のうち、住宅地としての
土地利用が進んでいる地区

・�機能や形態の異なる建物の調和を図りながら、利便
性と快適性を兼ね備えた住宅地として形成

複合用途
地区

・�住宅と商業業務が複合する都心周辺や幹線
道路の沿道、工業集積地の周辺で関連機能
と住宅が複合する地区

・�職住近接の軽工業や事務所、店舗等の営業環境の保
全・育成を図りつつ、居住と調和した環境を形成

・�都心や沿道など地区の利便性を活かし、公有地の活
用により都市機能の誘導

農
業
・
自
然
系

農業保全
地域

・�市街地周辺及び中山間地域の農地 ・�農業基盤整備により農業の生産性の維持・向上を図
るとともに、虫食い的な農地転用を抑制し、良好な
営農環境を保全

・�中山間地域農地は、水源かん養や棚田景観など多面
的な公益的機能を評価し保全

集落地域 ・��市街地周辺及び中山間地域の集落 ・�生活環境の改善を図りながら、人口及び既存コミュ
ニティを維持

森林環境
保全地域

・�丘陵及び山間部（地域計画対象民有林、保
安林、国有林）

・�良好な自然環境を維持・保全
・�自然保護に配慮することを前提に、身近に自然と触
れ合うことができるレクリエーション地として利活
用
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土地利用構想図

分野別のまちづくりの方針 第3章 
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2　交通体系の整備方針

　県都としての発展をにらんで、鉄道等の公共交通網、道路網、空路等の有機的な結びつきを強化することに

より、総合的な交通体系を構築します。

　

■1 道路

1 基本的な考え方

　「公共交通」と「道路交通」のバランスがとれた交通体系を目指し、都心部の活性化やコンパクトなまちづ

くりを支援する道づくりに重点をおいた整備に努めます。

　また、適正な維持管理、老朽化対策及び耐震性の強化に努めます。

　

1. 都市間を結ぶ高速交通ネットワークを構築する道路網の形成
　都市と都市を結ぶ高速交通ネットワークの形成を目指し、都市間交流や観光交流などを通じて経済の活性化

を図る地域高規格道路の整備に努めます

　

2. 都心・地域生活拠点の形成を支える道路の整備
　都心部と地域生活拠点、また地域生活拠点相互を有機的に結ぶ放射・環状道路を整備し、コンパクトなまち

づくりの骨格となる道路網を形成します。

　

3. 公共交通を支える道路の整備
　公共交通を支援するため、バス路線については、交通の円滑化を推進する道路整備やバス停への歩行空間の

確保に努めます。

　また、駅周辺の整備については、アクセス道路の整備や駅広場機能の向上などに努めます。
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2 整備方針
　道路を次のとおり区分し、道路機能に基づく体系的な道路ネットワークを形成します。

道路区分と役割

区　分 役　　　　　割

広域幹線道路 　日本海側の沿岸地域や中部方面の隣接県と連絡し、広域的な交流を支える、本市の拠
点性を高めるための都市間交流を促進する道路

主要幹線道路 　都市の骨格を形成する道路として広域幹線道路と連携し、都心と地域生活拠点を連絡
する放射状道路や都心への過度な自動車流入を抑制するための環状道路

幹線道路 　都心や地域生活拠点の骨格を形成する道路として主要幹線道路を補完し、IC・空港な
ど主要広域交通施設へ連絡するための道路

地区幹線道路 　地区の骨格を形成する道路として幹線道路を補完する道路

　　

1. 広域幹線道路の整備
　広域高速ネットワークを形成する地域高規格道路として、富山高山連絡道路と国道8号の渋滞対策をはじめ

とする富山外郭環状道路を整備します。

　

2. 主要幹線道路の整備
　都心部と各地域生活拠点、各地域生活拠点同士を結ぶ放射・環状道路の機能を強化する道路として、国道

415号や472号などの県管理の国道、主要地方道及び主要幹線道路に位置付けられた市道を整備します。

　

3. 幹線道路の整備
　都心部や地域生活拠点を形成する道路として、一般県道、都市計画道路及び幹線市道を整備します。

　

4. 地区幹線道路の整備
　地区の骨格を形成する道路として、幹線道路を補完し、地区内交通の円滑化を促進する道路を整備します

分野別のまちづくりの方針 第3章 
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道路整備構想図
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■2 新幹線・空港・港湾

1 基本的な考え方
　環日本海沿岸の中核都市として都市発展を図るため、国内外との広範な交流を展開していく上で重要な基盤

である新幹線、空港、港湾の整備・充実を促進します。

　北陸新幹線は、東京を起点として長野、上越、富山、金沢、福井等の主要都市を経由し、新大阪に至る高速

交通体系の柱であり、東海道新幹線の代替補完ルートとしても重要な役割を担っています。2015年（H27）

3月に長野〜金沢間が開業し、北陸地域と首都圏とのアクセスを飛躍的に向上させただけでなく、北信越地域

の経済・産業振興等に大きな効果をもたらしました。この経済効果をさらに高めるため、全線開通に向けた建

設促進を図ります。また、富山駅周辺では、北陸新幹線開業の効果を最大限引き出すため、駅へのアクセスや

二次交通への乗り継ぎ利便性の向上など、交通結節機能の強化を図ります。

　富山空港は、国内定期便が2路線（東京・札幌）となっているほか、国際路線は、ソウル便、大連便、上海便、

台北便が開設されており、新たな空路の開設と空港機能の一層の充実を促進します。

　富山港は、沿岸貿易の要港として栄えてきた工業港であり、伏木富山港として1986年（S61）には「特

定重要港湾」に、2011年（H23）4月には港湾法改正により「国際拠点港湾」に指定されています。また、

同年11月には経済成長著しい対岸諸国の経済発展等を日本の成長に取り入れるとともに、東日本大震災を踏

まえて災害に強い物流ネットワークの構築に資することを目指した日本海側拠点港に選定されています。機能

別では、「国際海上コンテナ」、「国際フェリー・国際RORO船」、「外航クルーズ（背後観光地クルーズ）」の3

つの機能別拠点港に選定されているほか、その他機能の強化も望まれる日本海側5港の一つとして、「総合的

拠点港」にも選定されています。内外貿易の拠点港として地域の産業・経済に大きく貢献するため港湾機能の

強化が重要なことから、富山港の機能を十分に発揮させるよう富山港の整備促進を図ります。

　また、富岩、岩瀬、住友の3運河など既存の施設を活用した魅力ある水辺空間の形成を促進します。

2 整備方針
1. 北陸新幹線の建設促進
　北陸地域に大きな経済効果をもたらした北陸新幹線は、2017年（H29）3月に全ルートが確定し、2022

年度末までに敦賀まで開業する予定となっています。北陸新幹線が東海道新幹線と直結することにより、関東・

北陸・近畿・中京・東海を環状に結ぶ高速交通ネットワークが形成されるため、全線開通に向けて、敦賀〜大

阪間の早期着工を促進します。

　富山駅周辺においては、円滑な交通の確保と交通結節機能の強化を図るため、在来線の高架化と併せた路面

電車南北接続、駅前広場、自由通路、都市計画道路などの整備を推進します。

2. 富山空港の充実
　富山空港は、北陸新幹線の開業した富山駅とともに重要な交通の拠点であり、今後も北陸における国内外と

の「空の玄関口」としての発展が必要です。路線の充実に向けた取組みを促進するとともに、既存路線につい

分野別のまちづくりの方針 第3章 
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ては、利用しやすいダイヤの設定や乗継制度の拡充などによる利用促進を働きかけます。また、現在の施設を

最大限活用した空港整備を促進します。

　

3. 富山港の充実
　富山港は、中核的な国際貿易港としての機能の充実を図るため、船舶の大型化に対応できるよう高度な港湾

機能を備えた富山外港の整備に向けた取組みを関係機関に働きかけます。

　また、老朽化した港湾施設の更新・充実など、内港の整備促進を図ります。

　さらに、港湾を核とした観光拠点の形成など地域活性化を図るため、国の重要文化財の指定を受けた中島閘

門周辺を含む運河一帯での環境整備を促進します。
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■3 公共交通

1 基本的な考え方

1. 日常生活や都市活動を支える鉄軌道ネットワークの実現
　本市の鉄軌道は、都心を中心に放射状のネットワークを構成し、地域生活圏と都心部を連絡するにあたり、

大量輸送性、速達性、定時性、広域性などの面で優れた交通機関です。

　すべての鉄軌道は、本市の公共交通の骨格として、異なる路線の接続や乗継機能の強化による速達性の向上、

運行頻度の増加を含むサービス水準の維持・向上、駅・電停、車両の快適性の向上、鉄道駅の交通結節点とし

ての機能強化による交通機関相互の連携強化等により、都市内の移動手段としての利用促進を図ります。

　

2. 快適で利用しやすい路線バスの実現
　都心部と地域生活拠点を連絡する路線は、拠点集中型の都市構造を支える公共交通ネットワークとしての役

割をもっています。既に運行頻度の高いバス路線は、その利便性を活かして、既成市街地への人口を誘導する

ための軸となります。また、大学や病院等の主要施設へのアクセスには公共交通が重要な移動手段となります。

　これらの都心と地域生活拠点を連絡するバス路線、既に運行頻度の高いバス路線、都心部と主要施設を連絡

するバス路線は、コンパクトなまちづくりの実現に重要な路線として、案内情報サービスの充実や車両・バス

停の高規格化等により、利便性・快適性の向上を図ります。

3. 地域特性に応じた多様な生活交通の確保
　公共交通軸以外のバス路線としては、民間事業者による一般のバス路線、コミュニティバスがあり、地域住

民の身近な生活交通手段としての役割を担っています。

　人口がある程度集積している地域では、民間事業者によって公共交通サービスが維持されますが、過疎化・

高齢化が進行している山間部などでは、人口の減少に伴い、公共交通サービスの維持が困難になる可能性があ

ります。

　民間によるバス交通の提供のほか、シビルミニマムとしての交通サービスの水準等を考慮し、行政と地域が

協働で効率的な生活交通の確保に取り組んでいきます。

　

2 整備方針
1. 鉄軌道の活性化
❶ LRTネットワークの形成〜市内電車、富山港線、地鉄上滝線

　市内電車と富山港線の接続、地鉄上滝線との連携強化により、LRTネットワークを形成します。

❷ 運行本数の増便を核とした利便性の向上〜高山本線、地鉄不二越・上滝線

　JR高山本線及び地鉄不二越・上滝線は、運行頻度の増加やパーク＆ライド駐車場及び駐輪場等の整備によ

る利用圏域の拡大を図ります。地鉄不二越・上滝線は、市内電車の上滝線への乗り入れや、シームレス注）なター

分野別のまちづくりの方針 第3章 
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ミナル整備により市内電車との連携強化を進め、富山南部地域から都心部への連絡性を高めます。

注）�シームレスとは、「継ぎ目のない」の意味。具体的には、バリアフリー対策、同一ホームによる乗換え、相互直通運転化などの取組みが
ある。

❸ 地域内鉄道としてのサービス強化〜あいの風とやま鉄道、地鉄本線

　あいの風とやま鉄道及び地鉄本線は、新駅の設置やダイヤの見直し、パーク＆ライド駐車場及び駐輪場等の

整備による利用圏域の拡大を図ります。

❹ 交通結節点の整備〜全路線

　駅前広場やパーク＆ライド駐車場、駐輪場、新駅の整備などにより利用圏域の拡大を図ります。また、駅前

広場の整備やバスのルート・ダイヤの変更により、路線バス、コミュニティバスと鉄道との連携強化を図りま

す。さらに、鉄道駅の駅舎の改修や多機能化により利便性、快適性の向上を図ります。

2. バス路線の活性化
❶ 快適性・分かりやすさの向上〜運行頻度の高いバス路線

　運行頻度が高いバス路線は、ノンステップバスの導入やバス停の上屋整備などにより快適性の向上を図りま

す。また、接近表示システムや路線図の整備、ICカードシステムの導入などにより、分かりやすさの向上を図

ります。

　また、バスのイメージ向上を先導する路線として笹津線や富山空港線で図ってきた車両やバス停の充実につ

いては、更なる機能強化に向けて、市内全域の運行頻度の高いバス路線への展開を図ります。

　

❷ 路線維持と拠点バス停の整備：都心と地域生活拠点・主要施設を結ぶバス路線

　都心と地域生活拠点・主要施設を結ぶバス路線は、民間バス事業者と連携し、運行サービスの維持を図ると

ともに、バス停の整備や情報システムなどの充実により、利便性の向上を図ります。

　　

❸ 路線全体のバリアフリー化〜公共交通軸である全てのバス路線

　公共交通軸として位置付けた全てのバス路線は、ノンステップバスの導入や主要施設などのバス停のバリア

フリー化により、利便性の向上を図ります。

3. 生活交通の確保
❶ 公営コミュニティバスの効率的な運行

���市が運営主体であるコミュニティバス、乗合タクシーに対しては、導入経緯と現在の利用状況を踏まえ、ルー

トの見直しを含め多様な運行方式による効率化に取り組みます。

　

❷ 地域自主運行バスの導入支援

　地域が主体となって自主運行バスを検討する地域に対しては、出前講座の実施や試行運行の提案などによる

支援を行います。また、自主運行開始後においても、継続的な運行ができるよう積極的に支援を行います。
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❸ 生活バス路線（民間赤字路線）の維持

　市民生活にとって重要な生活バス路線は、国・県・市の補助要綱等の制度に基づき、路線の維持に努めます。

特に、地域生活拠点又は主要施設と都心部を結ぶ路線等は、本市のまちづくりにとって極めて重要であること

から、維持を図ります。

　

❹ NPO等による福祉有償運送、過疎地有償運送サービスの活用

　高齢者や障害者の交通に対する福祉移送サービスは、福祉部局やNPO等と連携し、サービスの向上を図り

ます。また、過疎地有償運送について、NPO等による有償運送サービスの導入を推進します。

4. 公共交通の利用促進
　鉄軌道やバス路線に共通して利用できるICカードシステムを導入することにより、乗換えの利便性の向上を

図るとともに、共通乗車券や乗継割引の導入による料金体系やダイヤの改善により、公共交通機関相互の接続

性の向上を図ります。

　また、公共交通優先信号の導入による定時性の確保や最終時刻の繰り下げ、利用者が多い鉄道駅、電停、バ

ス停でのバリアフリー化を図るとともに、バリアフリー車両の導入により、すべての人に使いやすい公共交通

体系の実現を目指します。

分野別のまちづくりの方針 第3章 
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公共交通整備構想図
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3　公園緑地の整備方針

1 基本的な考え方

1. 地域生活圏ごとにみどりの拠点を配置
　コンパクトなまちづくりの単位となる地域生活圏ごとに、地域住民のレクリエーションや災害時の避難場所、

都市又は地域の「顔」となるみどりの拠点を配置します。みどりの拠点は、多様な機能をもつ総合公園や運動

公園のほか、公園に準じる施設も含めて地域の特性に応じて設定します。

2. 多様な緑の機能を発揮する公園・緑地の適正配置
　公園緑地は、市民生活において、身近な憩いの空間として、また、災害時には避難場所として、その役割は

重要であることから、今後も適正配置を目指します。既にある公園の再整備と長期整備未着手となっている公

園の見直しを進めます。

　みどりの拠点と連携しながら、子どもからお年寄りまで気軽に楽しむことができる拠点公園を配置します。

拠点公園は、日常的に気軽に利用できるスポーツ施設等を備えるなど、地区公園や近隣公園を設定します。

　子どもの遊び場や高齢者の憩いの場となる身近な街区公園は、小規模な公園が多い現状を踏まえ、必要に応

じて公園の統合・再配置を検討するとともに、都心部など老朽化した公園については再整備を推進します。

3. みどり豊かな市街地形成に向けた緑化の推進
　快適で、うるおいのあるコンパクトなまちづくりを進めていくため、公園以外の緑の要素として、街路樹の

植栽や公共施設緑化、宅地内の緑化とともに、まちなかにおいては屋上や壁面の緑化により、みどり豊かな空

間形成に努めます。

分野別のまちづくりの方針 第3章 
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2 整備方針

1. 都市計画公園等の整備
❶ みどりの拠点

　みどりの拠点は、都市又は地域の「顔」として、地域資源も活用しながら、地域生活圏におけるみどりの核

として整備します。

　城址公園は、都心部の貴重なオープンスペースであり、市民の憩いの場としての機能の充実を図るほか、歴

史的資源を活かした集客力のある施設として整備します。

　呉羽山公園・城山公園は、環境学習やレクリエーション機能の充実を図るため、ファミリーパークの再整備

を進めるとともに、既存の散策路を里山の自然や歴史文化遺産、眺望等を楽しみながら散策できる「呉羽丘陵

フットパス」の普及促進に努めます。

　和合地域、水橋地域においては、地域住民のレクリエーションの場として、未整備となっている公園を整備

します。

　また、殿様林緑地、城ヶ山公園など、現在、部分開園している都市計画公園等を整備します。

　

❷ 身近な生活圏の拠点公園

　身近な生活圏の拠点公園は、地区公園や近隣公園として、誘致距離等を考慮して適切に配置します。未整備

となっている都市計画公園等を整備するとともに、長期整備未着手となっている都市計画公園等は、見直しを

進めます。

　

❸ 街区公園

　街区公園は、1000㎡未満の小規模な公園も多いため、狭小なもの、利用者が少ない公園について、地域住

民の意向も踏まえつつ、必要に応じて公園の統合・再配置などの再編を検討します。

　都心部では、居住者や訪れる人によって親しまれる場として、老朽化した街区公園を再整備します。

　

2. まちの緑化
　みどり豊かな市街地の形成を図るため、緑化を積極的に推進します。特に都心部及び地域生活拠点は、都市

又は地域の「顔」として、積極的な緑化に努めます。

　都市計画道路等の幹線道路は、重要なみどりの軸となることから、今後とも積極的に街路樹等を植栽し、緑

化を図ります。

　多くの人が行きかう鉄道や基幹バスネットワーク沿いでは、鉄道駅や停留所を中心に沿線の緑化を図ります。

　学校敷地、公共施設及び公共用地は、積極的に植栽し緑化を図ります。住宅地においては、地区計画や建築

協定、緑地協定等を活用しながら、みどり豊かな空間の形成を促進します。

　緑化の推進にあたっては、緑化の啓発や緑の情報提供などを通じて、緑のまちづくりを担う人材の育成や多

様な主体の参画促進を図ります。
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公園緑地整備構想図

　

分野別のまちづくりの方針 第3章 
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4　レクリエーション拠点の整備方針

1 基本的な考え方
　本市は、富山湾に面し、常願寺川や神通川の二大河川、呉羽山や市域東南部の丘陵・山間地帯を有するなど、

山、川、海の良好な自然環境に恵まれているとともに、市街地の周りには豊かな田園環境が広がっています。

　こうした山、川、海、田園空間は、市民と自然とのふれあいの場や余暇空間となっており、多様なレクリエー

ションの場として利用されています。また、観光資源として交流人口の拡大をはじめとした地域の振興にも寄

与しています。

　多様化する市民のレクリエーション需要に応えるため、既存施設の機能の充実を図るとともに、自然と調和

したレクリエーション拠点の形成を図ります。

2 整備方針
1. 海を活かしたレクリエーション拠点の形成
　八重津浜、岩瀬浜、浜黒崎といった富山湾に面した海岸環境を保全するとともに、海辺の自然と親しむこと

ができる空間を確保します。

　また、水橋地区では、水橋フィッシャリーナを中心に海洋性レクリエーションを楽しむ場として機能の充実

に努めます。

　

2. 森林を活かしたレクリエーション拠点の形成
　地域森林計画対象民有林や国有林、保安林、自然公園地域となっている山間部及び丘陵部の森林環境を保全

します。

　また、山際に整備・計画されている都市公園等については、自然とふれあうことができる場としての整備及

び適切な維持管理に努めます。

　さらに、自然公園や森林公園をはじめとして、自然を体験することができる空間を整備します。

3. スポーツ活動を主体としたレクリエーション拠点の形成
　様々なスポーツ施設が設置されている富山県総合運動公園及び富山南総合公園、河川敷を活用して市民の気

軽なスポーツ・レクリエーションの場となっている神通川緑地、常願寺川緑地、殿様林緑地は、スポーツ活動

を主体としたレクリエーション拠点として機能の充実を図ります。



67

レクリエーション拠点の位置

分野別のまちづくりの方針 第3章 
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5　その他の都市施設の整備方針

　その他の都市施設（下水道、上水道、河川）は、安全で快適な都市の形成を支える基盤施設として適切に配

置・整備や維持管理を図ります。

■1 下水道　

1 基本的な考え方
　快適で住み良い生活環境を形成するため、まちづくりの基盤となる下水道の整備を進めます。

　都心部でのまちなか居住や、公共交通軸沿線での居住推進を図るため、総合的な治水対策と連携しながら、

雨水の排除と浸水の防除のため施設の整備を図り、集中豪雨時における浸水被害の効果的な解消・軽減に努め

ます。

　汚水については、市街地、農山村など、その地域の特性に応じた整備を進めており、今後とも効率的な方法

により、計画的な施設の整備を図ります。

2 整備方針
1. 汚水処理施設の整備
　公共下水道（汚水）、農村下水道、合併浄化槽などの様々な整備を進めてきた結果、高い普及率となりましたが、

引き続き下水道整備困難地区の解消に努めるとともに、下水道整備が完了した地区での水洗化率を向上するた

めに、未接続世帯に対して下水道の接続推進に努めます。

　下水道の普及に伴い、発生量が増加した廃棄物である「下水汚泥」については、処理工程で発生する消化ガ

スの活用とともに、汚水の熱エネルギーの利用検討を図り、資源の有効利用と環境負荷の低減に努めます。

　

2. 雨水処理施設の整備
　雨水については、河川・水路の整備、公園緑地や透水性舗装の整備など市街地における透水面の確保と連携

を図りながら、雨水幹線や雨水貯留施設の整備を進めます。

　また、合流式下水道区域では、松川の水質保全と浸水被害の軽減を図るために整備した松川雨水貯留施設を

効果的に運用するため、下水道管の増径やバイパス管の整備による流下能力の増強を図ります。�

3. 施設のマネジメント
　これまでの集中的に整備を進めてきた下水道施設は、今後、これらの施設が老朽化することにより、一斉に

更新時期を迎えることから、計画的かつ効率的に更新や改築を進めます。

　また、それぞれの施設で担っていた汚水処理を1つの処理施設に集約させるなど、施設の統廃合について検

討を進めます。�
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■2 上水道

1 基本的な考え方
　上水道は、市民の生活に不可欠なライフラインであり、飲料水をはじめとした生活用水の安定的な供給を確

保します。

　計画的で効率的な水道施設の整備を進め、将来の水需要に対応した質の高い水道水の安定供給に努めます。

　また、本市の水道基幹施設は昭和30〜 50年代にかけて整備されたものが多く、更新時期を迎えているこ

とから、老朽施設の更新や震災等に対する安定性の向上を図ります。

2 整備方針
1. 基幹施設の整備
　将来の水需要を見据えて、水源の取水施設、配水池及び浄水場などの基幹施設を適正規模で整備するととも

に耐震化を進めます。

　現在稼働している旧流杉浄水場は、施設規模や改築実施時期の検討、水源の水量や水質に不安を抱える配水

ブロック（水源や配水池から水道水を供給している区域）の統合に向け、施設整備や老朽化が進んでいる浄水

場や配水池等の基幹施設の改良を図ります。

2. 信頼性の高い配水システムの構築
　老朽化した管路の適正な口径による更新を進めるとともに、配水幹線網の整備を図り、信頼性の高い配水シ

ステムを構築します。また、老朽化した水道管路を計画的に更新することで耐震化を図るほか、バイパス機能

を持つ新たな水道管路の整備を図ります。

　　

3. 水質管理の充実
　水質検査体制の充実を図り、飲料水として安全性の確認をより確実なものとするため、水質検査に必要な機

器を計画的な更新、新たに検査制度の高い機器の導入を進めます。

　　

4. 危機管理体制の強化
　水道施設の耐震化を進めるとともに、防災機能の強化や応急給水体制の充実に向け、浄水場や配水池などの

状況を把握するために設置している遠方監視設備の計画的な更新を図ります。また、応急給水の拠点となる富

山市地域防災計画に位置付けられている重要給水施設に接続する管路の計画的な更新（耐震化）及び給水タン

ク等の資材購入なども進めます。

分野別のまちづくりの方針 第3章 
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■3 河川

1 基本的な考え方
　本市は、東南部の急峻な山岳地帯を源とする神通川及び常願寺川の流域に位置し、これら二大河川の流域に

市街地が形成されています。また、白岩川や二大河川に流れ込む中小河川があります。

　川上から川下までをもつ本市の特性を踏まえ、流域全体を見据えた整備を進めるとともに、浸水被害の発生

実績及びその危険性に応じて、各河川や地域の特性を踏まえた治水対策を実施します。

　また、都市部の中小河川は、都市化の進展による浸透面の減少を背景として、雨水の流出量が増加する傾向

にあり、集中豪雨に伴う都市型水害への対策を充実します。

　河川には、生物の生息や水辺空間を活かした憩いの場としての役割が求められており、治水機能の向上と親

水空間の確保を基本として、河川環境の整備と保全を図ります。

2 整備方針
1. 浸水対策の強化
　雨水の河川・水路への流出抑制などの総合的な治水対策と連携しながら、河道や堤防の整備など河川改修を

進めます。

　一級、二級河川は、洪水が発生した場合、広い範囲での浸水被害が想定されることから、引き続き河川改修

を促進し、治水安全度の向上を図ります。

　特に神通川や常願寺川は、概ね150年に1回程度起こる大雨にも耐えられるよう治水施設の整備が進められ

ており、今後とも整備の一層の促進を図ります。

　また、その他の河川・水路については、緊急性の高い箇所から排水路の改良や調整池の整備を行うなど、早

期の浸水被害の解消に努めます。

　

2. 親水空間の整備
　河川の整備にあたっては、生物の生息など河川の自然環境の保全や、水辺に親しむことができる環境形成に

配慮した整備を進めます。

　神通川や常願寺川などにおいては、河川敷の整備による水辺での憩いの場を創出するとともに、河川を利用

したスポーツ・レクリエーションの場としての環境整備を進めます。
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6　その他のまちづくりの方針

■1 ユニバーサルデザイン・バリアフリー

1 基本的な考え方
　すべての人が利用しやすい空間を形成するために、高齢者障害者移動円滑化促進法注）を踏まえるとともに、

グローバル化の進展や国際観光の促進などに配慮し、都市空間や公共公益施設のバリアフリー化とユニバーサ

ルデザインの普及やおもてなしの視点に立った空間整備を進めます。

　公共交通機関は、高齢者や障害者などをはじめとするすべての市民にとって、身近で重要な移動手段であり、

誰もが安全で快適に移動できる公共交通機関の整備を進めます。

注）�高齢者障害者移動円滑化促進法：鉄道駅やバスターミナルなどの公共交通機関を対象とする「交通バリアフリー法」と、デパートや旅
客施設などのバリアフリー化をめざす「ハートビル法」を統合し、高齢者や障害者が移動しやすいまちづくりを一体的に進めることを
目的に制定された法律。

2 整備方針
1. 誰もが活動しやすい都市空間の整備
　高齢者や障害のある人などが、安心して歩けるよう、歩道の設置や段差の解消、無電柱化、視覚障害者誘導

用ブロックの設置を進めるほか、外国語表記など、すべての人が利用しやすいデザインの普及を促進します。

特に都心部や地域生活拠点など拠点となる地区において重点的に進めます。

　歩いて行ける範囲に身近な公園を整備するとともに、公園の新設・更新に際しては、誰もが利用しやすい園

内施設の整備を進めます。

　親水護岸などの整備に際しては、スロープの設置など誰もが水辺に親しむことができる施設整備を促進します。

　利用頻度の高い公共公益施設では、バリアフリー化に向けた整備を促進します。富山駅周辺は、鉄道の高架

化や自由通路の整備と合わせたバリアフリー化を促進します。

　

2. 誰もが利用しやすい公共交通機関の充実
　駅舎におけるエレベーター・エスカレーター整備や、ノンステップバス・リフト付バスの導入、交通結節点

等駅周辺の歩行環境の改善など、高齢者、障害者などが利用しやすい公共交通機関の整備を進めます。

　

3. 誰もが利用しやすい住宅の供給
　市営住宅をはじめとした公的住宅においては、老朽化した建物の更新と合わせてバリアフリー化を進めます。

　また、高齢者などが自立した生活を維持できるよう、生活サービスや見守り機能が複合化された住宅の供給

を促進します。

分野別のまちづくりの方針 第3章 
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■2 都市環境・景観

1 基本的な考え方
　本市は、北を富山湾に、南を森林に囲まれ、神通川と常願寺川の二大河川が川上から川下までを結んでいる

とともに、二大河川の中流域には市街地を囲む田園が広がっています。海、山、川、田園は、本市の骨格を成

す自然環境として保全を図ります。

　森林は、木材生産の基盤としてだけでなく、水源の涵養やレクリエーション、水循環や生態系など自然環境

の保全、二酸化炭素の吸収など地球温暖化の防止、良好な景観の形成など、多様な公益的機能をもっており、

適切な維持・保全を図ります。

　神通川と常願寺川などの河川や富山湾の海岸は、水質と生態系の保全を図りながら、その水辺景観を保全す

るとともに、親水空間、レクリエーション空間としての活用を図ります。

　市街地においては、都心部や住宅地、沿道、歴史的なまち並みなど、地域の特性に応じて良好な景観形成を

図ります。

　また、本市は、環境先進都市として、建物の低炭素化など、省エネルギーに配慮したまちづくりを推進します。

2 整備方針
1. 森林環境の維持・保全
　山間部の森林地帯は、計画的な森林整備を図ります。森林整備にあたっては、広葉樹の植林などによる野生

生物の生息域の保全・回復に努めます。

　林業の基盤である林道や作業道の開設、改良にあたっては、生態系など周辺環境に配慮した整備に努めます。

　また、市民が身近に自然と親しむレクリエーション空間として活用を図ります。

　

2. みどりと水のネットワーク
　神通川・常願寺川の二大河川とその支流である熊野川、井田川、山田川、松川・いたち川、また、白岩川、

富岩運河を軸としたみどりと水のネットワークを形成します。

　野鳥や小動物の生息環境となっているなど、河川のもつ自然環境の保全を図るとともに、都市における水辺

の憩いの場をとして、河川敷などの水辺空間の活用を図ります。

　　

3. 緑地空間としての農地の保全
　市街地周辺の農地は、健全な水循環の形成や、雨水の流出を抑制する公益的機能をもっており、今後も農業

基盤の整備を進めながら保全に努めます。
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4. 良好な景観の保全・創出
　本市の個性となっている立山連峰などの山岳景観や富山湾の海辺景観、神通川、常願寺川などの河川景観、

市街地を取り囲む散居村などの田園景観の保全に努めます。特に、立山連峰は、本市の代表的な景観となって

おり、主要な眺望点からの景観の保全・創出を図ります。

　都心は、本市の「顔」としての景観形成を図るため、街路緑化や歩道舗装の改善、無電柱化、建築物の壁面

後退・スカイラインの統一の誘導、建築物や広告物などの形態・位置・色彩等の規制などにより、歩いて楽し

く、賑わいや活気・魅力の感じられる都市景観の形成を図ります。特に大手モール周辺地区は、通りとしての

一体感を持った歩行者中心の賑わいある空間とともに、富山城の眺望に配慮した景観形成を図ります。

　八尾地区など歴史的な建造物やまち並みをもつ地区においては、その保全・継承を図るとともに、歴史的な

環境と調和したまち並みの誘導や周辺の修景整備により、個性ある景観の形成を図ります。

　幹線道路等の沿道においては、街路樹の整備や無電柱化により良好な街路景観の形成を図ります。

　住宅地においては、地区計画や建築協定、緑地協定、景観協定等を活用しながら、ゆとりとうるおいのある

景観の形成を図ります。

　工業地においては、周辺景観との調和や、ゆとり空間の形成を図るとともに、工場の特性を活かした景観の

形成を図ります。

　

5. 環境とエネルギーに配慮したまちづくり
　公共施設や住宅等の建物の省エネルギー化の推進やエネルギーマネジメントによる環境負荷の低減ととも

に、工場の排熱などの未利用エネルギーの活用を図ります。

　環境負荷の少ない交通体系の実現に向け、パークアンドライドを促進するなど、公共交通を利用する環境の

整備を図ります。

　

6. 観光・交流の促進
　北陸新幹線が開業し、広域的な交流基盤が整備される中で、公園や公共施設跡地の整備により、あらゆる世

代の人々が集い交流する質の高い都市空間の形成を図ります。

　また、富岩運河環水公園などの観光資源とともにLRTなど、国内外から注目されてきたまちづくり自体を

観光資源として活用し、既存の資源と連携した情報発信など、住民だけでなく観光客にも楽しくまちを散策出

来るような環境の整備を図ります。

分野別のまちづくりの方針 第3章 
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■3 防災

1 基本的な考え方
　本市の山間部には急傾斜地が多く、がけ崩れ等の発生に注意を要する箇所があるほか、神通川、常願寺川と

いう二大河川が市街地を縦貫するなど多様な地形をもっています。また、呉羽山断層をはじめ、活断層の存在

が知られています。このため、浸水や土砂崩れ、地震・津波など様々な自然災害への対策を充実します。

　また、災害時の避難や防災活動を支える基盤の充実を図るとともに、災害時における都市施設の機能の確保

を図るなど、安全性を高める都市の骨格を形成します。

　大規模な地震が発生した場合の市街地の大火を防止するため、火災延焼を遮断する空間を確保するとともに、

建物の不燃化・耐震化、公共公益施設の老朽化対策の促進など、地震災害に強い市街地構造を形成します。

　犯罪や事故を未然に防ぐことはまちづくりにおいても重要な要素です。犯罪の起こりにくい環境を整備する

ため、防犯に配慮したまちづくりを推進します。公共施設等を中心に、夜間照明の充実や外部からの見通しを

確保するなど、安全な環境整備を図ります。

2 整備方針
1. 総合的な浸水対策
　集中豪雨時の浸水被害の解消・軽減を効果的に図るため、下水道の雨水幹線整備を推進するとともに、河川、

水路、農業排水路の整備や雨水貯留などの雨水流出抑制策を含めた総合的な浸水対策を進めます。

　雨水の河川・水路への流出抑制を図るための調節池など貯留施設の整備、及び浸透施設の普及促進を図ります。

　また、山間部は、水源かん養の機能を確保するため森林環境保全地域として保全し、雨水流出の抑制を図り

ます。

　

2. 土砂災害対策
　土砂災害危険箇所において、砂防施設や地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設の整備促進を図ります。

　また、土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域等においては、新規住宅の立地抑制や既存住宅の移転

促進等により適正な土地利用の誘導を進めます。

3. 地震災害対策
❶ 公共公益施設の耐震化・老朽化対策

　震災時において防災活動の拠点となる施設や、被災者の収容施設、避難・消防・医療・輸送等の基盤となる

道路・橋梁、市民生活を支える水道施設など、公共公益施設の耐震化を進めるとともに、安全性を高めるため、

計画的な点検や更新など老朽化対策を促進します。

　また、避難施設や地域の防災拠点として活用することを踏まえ、防災拠点となる施設を中心に、防災機能の

充実を図ります。
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❷ 避難地、避難路、延焼遮断帯となる空間の確保

　公園は、震災時の避難地として救護活動の場所となることから、災害応急対策に必要な耐震性貯水槽や備蓄

倉庫の設置など、防災施設の充実を図ります。

　道路は、避難、救護、消防等の防災活動に重要な役割を果たすことから、防災機能を発揮する規模、規格の

確保を図るとともに、災害時に緊急輸送道路を確保できるよう、道路ネットワークの多重化（環状道路の整備

による代替路の確保）を推進します。

　また、公園、道路、河川等のオープンスペースは、火災の延焼を遮断する役割を果たすことから、防災面に

配慮した空間の確保を図ります。

　　

❸ 不燃化・耐震化の促進

　都市機能が集積した都心部では、居住人口が多いだけでなく不特定多数の人が集散することから、防火・準

防火地域等の指定により、不燃化を促進するとともに、耐震診断及び耐震改修等に関する支援により、木造住

宅等の耐震化を促進します。

4. 防犯まちづくり
　道路においては、夜間の犯罪を防止するための街路灯の整備や、歩車道を分離するための植栽帯、ガードレ

ールの設置を進めます。

　公園においては、遊具等の公園施設や樹木の配置及び維持管理において、死角の解消など見通しの確保に配

慮します。

分野別のまちづくりの方針 第3章 
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1　まちづくりの基本的な進め方

1 都市計画における諸制度を積極的に活用したまちづくりの推進
　本市の進めるコンパクトなまちづくりの推進に向けて、土地利用の動向や都市基盤の整備状況を踏まえ、必

要に応じて用途地域の指定や見直しを検討します。

　地区ごとの特性を活かした、きめの細かい土地利用の誘導を図るため、住民の自発的・積極的な参加を前提

に地区計画、建築協定、緑地協定、景観協定など制度の活用を支援します。

　富山市や地域の特性に応じたまちづくりの推進に向け、独自のまちづくり制度やきめ細かいまちづくりを進

めるためのルールなどを適宜検討します。

2 都市施設整備や市街地開発事業の推進
　都市マスタープランの実現に向けては、道路や都市公園等の都市施設の整備、既成市街地の再整備が必要と

なります。費用対効果等を踏まえながら、都市整備上重要度の高い事業や、ニーズの高い事業への重点的な投

資に努めます。

　また、新たに必要性がでてきた都市施設については、都市計画決定により都市計画に位置付けます。一方で、

都市計画決定以降、長期未着手となっているものについては、必要性や実現性等を踏まえた上で、都市計画の

見直しも視野に入れた検討を行います。

3 市民・事業者・行政との協働によるまちづくりの推進
　市民の都市に対する考え方・価値観は多様化しているほか、防災や環境問題に対する市民の関心が高まりつ

つあります。

　これからのまちづくりにおいては、市民、事業者、行政などの各主体が連携しながら、責任と役割を担う、

協働によるまちづくりを基本に進めます。

　市民の参加を促進する上では、情報公開が重要となるため、地理情報システムなどを活用した都市計画情報

を広く提供します。その上で、地域の住民による地区計画など、地域特性にあった地域発意のまちづくり活動

を支援します。

　また、都市計画の構想・計画段階から、説明会や公聴会、パブリックコメントを実施するなど、市民意向を

都市計画に反映するための取組みを充実します。

まちづくりの推進方策 第4章 
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4 まちづくりの総合化

　計画的、効率的にまちづくりを進めるため、国、県、隣接市町村との連携・協力を図ります。また、健康・福祉・

教育などまちづくりに関わる関連分野との連携を積極的に図り、庁内の総合的な体制づくりを図ります。

5 計画の進行管理
　都市マスタープランを活用し、各種施策・事業の実施を図るとともに、都市整備や都市計画の運用など、ま

ちづくりの推進を図ります。

　また、本計画に基づき、コンパクトなまちづくりの効果検証を行うほか、上位計画や関連計画の見直しや各

種施策・事業等の進捗状況、社会経済の変化などに応じて、都市マスタープランの適切な見直しを行います。

　

2　コンパクトなまちづくりの実現に向けた取組み

1 まちなか居住に加えて、公共交通沿線での居住推進
　公共交通の活性化によるコンパクトなまちづくりの実現を目指すため、公共交通の活性化を進めるとともに、

都心地区でのまちなか居住に加えて、公共交通軸沿線での居住を推進します。

　

2 居住を推進する地区での「歩きたくなるまちづくり」の推進
　　　　　　　　　　　　
　居住を推進する地区では、医療や福祉、コミュニティ施設など公共公益施設の更新や機能の充実、最寄り品

小売業等の都市機能の立地誘導に努めるとともに、住宅供給の促進と併せて、住宅に併設する店舗等生活サー

ビス機能の導入を促進するなど、生活面での利便性の向上を図ります。

　また、良好な住環境の形成を図るため、歩道や公園・広場の整備など都市基盤施設の整備・更新や、冬期に

おける快適な生活を提供するため、身近な生活道路・歩道の除雪など維持管理面での充実に努めます。

　加えて、誰もが日常的に「歩きたくなる」ような魅力的な空間の形成を図るため、自動車の走行速度の抑制

や歩車共存のための環境整備に取り組むほか、まちなみ景観の整備や道路空間等を活用した、まちのにぎわい・

交流の場の創出に取り組むことで、歩くライフスタイルの構築を目指します。

　

3 立地適正化計画の活用
　居住誘導区域、都市機能誘導区域、誘導施設を定めた富山市立地適正化計画を市民や関係団体に周知するこ

とを通じて、それぞれの地域や地域生活拠点の定住人口の増加や各地域の特性にあった都市機能の誘導に活用

し、コンパクトなまちづくりを推進していきます。

まちづくりの推進方策 第4章 
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　本市を含め多くの都市では、これまで、急増する自動車交通に対応するためのまちづくりが進められ

てきました。その結果、生活に必要な施設は郊外に移転し、車を自由に使えない人にとって、極めて生

活しづらいまちとなってしまいました。

　また、こうした従来のまちづくりによって、全世代にわたって「歩く」という基本的な活動（歩行量）

が減少してしまいました。

　「歩く」ことは、単純でありながら、生活習慣病などの発症予防や高齢者の介護予防などの健康増進

効果があるとされています。さらに、「歩く」ことは、好きな速さで移動できるため、お店の前で立ち

止まり、立ち話をし、疲れたら休憩することも可能です。そのため、自動車のような点から点への計画

的で、高速な移動と比べ、人々の自由で多彩な行動や自然発生的な交流の機会を作ることが出来ます。

　暮らしの豊かさの「もと」とされる、この「交流の機会」を作り出す力こそが、「歩く」ことの魅力であり、

いま再評価されている理由でもあります。

　本市の進めるコンパクトなまちづくりは、まちに必要な機能の集積や公共交通サービスの充実に加え

て、市民が自然と「歩きたくなる」ような、魅力的で質の高い都市空間を形成することにより、持続可

能であり、安全で、健康的で、そして生き生きとしたまちを目指しています。

　誰もが暮らしの豊かさを感じられる「まち」をつくるため、今後は、都市・交通、医療、福祉などの

分野や部局を超えた、包括的な施策展開がますます重要になると考えています。

�� コラム　「歩きたくなるまちづくり」を目指して

●歩きたくなるまちづくりのイメージ


